
１．経営理念

（ 解 説 ）

　生産者と消費者、供給者と需要者は、これまで互いに利害が対立するものと考えられてきました。それゆえ、生産者

協同組合も消費者協同組合も、それぞれの立場から自己目的実現のための努力（自己最適化）を続けてきた歴史があり

ます。しかし、自己最適化を追求した結果はどうなったでしょう。

　人は自然との調和を失い、人は自然を破壊し、人は人と対立することになりました。他を省みない自己最適化はやが

て行き詰まる。現在はこうした反省に立って立場の異なる者同士がより良い共存を目指そうとしています。

　私たちはこうした考えをさらに発展させ、生産者も消費者も相互の立場・利害を超えて真に理解し貢献し合うこと、

さらには農・人・自然が高度に調和することによって、これまで得られなかった農と食を基軸にした心のふれあいと地

球環境を重視した事業展開や立場の異なるもの同士が対話によって相互理解を深め、住民参画型施策を積極的に展開し、

組合員・利用者・地域住民から第一に選ばれるＪＡを目指します。

２．経営方針

　私どもＪＡ甘楽富岡は、経営の基本に「一人は万人のために・万人は一人のために」 （Each for All

for Each ）という相互扶助の協同組合精神を掲げております｡「協同」とは心と力を合わせ、ひとつの

目的に進んでいくことです。その目的とは､組合員の皆様はもとより＜すべての人々の平等と幸福＞の追

求であります。また、私どもが立脚している農業は、人間の命をつなぐ作物や家畜を育てるとともに、

大気や水や土などのかけがえのない資源をはぐくみ、国土を保全し、伝統や文化を継承して皆様のふるさ

とを提供するなど多面的な機能を併せ持っています。私どもは、この大切な農業を守り発展させていくた

めに、営農指導・販売・購買・信用・共済・高齢者福祉など様々な活動を行っています。

　当ＪＡはこれまでＪＡ自己改革の基本方針「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」

に取り組んでまいりました。しかしながら農業環境の急速な変化、また人口減少・高齢化など社会変化に

より一層厳しさを増すばかりです。

　現在ＪＡ甘楽富岡においても准組合員が６０％近くを占めております。しかしこのことを強みと捉え、

多彩なサービスを提供することのできる総合事業のメリットを十分に発揮し、准組合員を強力な地域農業

応援団として迎え、地域に根差して誰からも一番に選ばれるＪＡを目指します。

　准組合員の活性化は、ＪＡ本来の活動の根源となる正組合員（農業者）の農業活動の活性化にも繋がっ

ていきます。特に若手生産者をはじめ、新規就農者・定年回帰就農者を定着させ、長期に亘り次の世代、

さらに次々世代につなげることのできる農業生産者を育成します。

　そのために担い手確保と支援を営農の第一の取り組みとして生産トータルコスト低減支援、労働力確保

のための労力軽減支援等を実施するとともに、多様なマーケットに対応すべく生産・販売組織再編を進め

地域農業の活性化と農業所得増大を図ります。

　また、ＪＡの一面だけしか利用していない世代に、まず足を運んでもらう取り組みを第一とします。

そのために各部署単位での取り組みでなく、事業組織の横の繋がりを強化し、総合事業の強みを発揮でき

るオールＪＡとしての取り組みを強化します。

　以上が私どもＪＡ甘楽富岡の基本的な経営方針です。

３．経営管理体制

　当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事

項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。

また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

　組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、女性会から理事の登用を行って

います。また、参与制度を設置し運営の活性化を図っています。

　さらに、信用事業(共済事業を含む)・経済事業についてはそれぞれ専任担当の常務理事を置くとともに

農業協同組合法第30条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、組織の強化を図っています。

　また、農協法の理事構成要件の改正を踏まえ、業務執行体制を見直し、地域農業の担い手や実践的な能

力を有する者も登用拡大に向けて取り組みます。
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ＪＡ甘楽富岡は、

農・人・自然が高度に調和した地域づくりのため、

組合員・利用者・地域住民から

第一に選ばれるＪＡを目指します。


